
埼玉県救急救命士養成試験問題等作成専門部会の開催について 

 

令和７年４月１日施行   

令和８年４月１日一部改正 

 

１ 趣旨 

救急救命士養成教育訓練（以下「養成教育訓練」という）において使用する試験問

題等の作成を行うため、埼玉県救急救命士養成教育訓練運営会議４（２）の規定によ

り、埼玉県救急救命士養成試験問題等作成専門部会（以下「専門部会」という。）を

開催する。 

 

２ 構成 

（１）専門部会の構成員は、議長が指名する。 

（２）専門部会に、部会長及び副部会長を置き、構成員の互選により選任する。 

（３）部会長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者の出席を求

めることができる。 

 

３ 運営 

（１）部会長は、専門部会の会務を総括し、部会長に事故があるときは、副部会長が

その職務を代理する。 

（２）専門部会は、埼玉県消防学校長（以下「校長」という。）の求めに応じて、試

験問題等の作成を行う。 

（３）校長は、毎年度、県内の消防本部（局）消防（局）長に問題作成員として本校

の研修生指導員経験者又は指導救命士の推薦依頼を行うものとする。 

（４）部会長は、毎年度、県内の消防本部（局）消防（局）長が推薦し、校長が部会

員としての見識があると認める救急救命士を問題作成員として置くことができ

る。 

（５）校長は、専門部会長から問題作成等の役務の提供を受けた場合は、別に定める

要領により、その出来高に応じて作成料を支払うものとする。 

（６）専門部会の運営については、毎年度、埼玉県救急救命士養成教育訓練運営会議

に報告することとする。 

（７）専門部会の庶務は、埼玉県消防学校救急救命士養成担当において処理する。 

（８）前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。 

（９）「埼玉県救命士養成試験問題等作成専門部会設置要綱の廃止について」による廃

止前の埼玉県救命士養成試験問題等作成専門部会の下で開催された検討等につい

ては、専門部会に引き継ぐものとする。 
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